
324,590

-16,460,551

13,229,826

28,982,454 29,134,666 29,543,241 30,002,771 29,365,787

-12,928,664

17,450,224

376,117

2022年度

29,927,005

217,602

-11,396,431

18,748,176

3

2.5549

0

3

27,166,505 25,204,391 22,660,540

事務事業名 町民税（個人・法人）賦課事務
所属
部門 住民税務課

〔事業の概要・現状・課題〕

投
入
量

人
件
費

事
業
費

簡易シートを
選択した理由

＜事業の概要＞
　前年中に所得を有した町民に対して、個人住民税の課税漏れがないように税額の確定と通知を行う。確定申
告等の課税資料をシステムに入力し、特別徴収と普通徴収に分けて課税通知する。また、町内に事業所等を有
する法人に、法人町民税の申告書等を送付し、適正な申告を依頼する。

＜現状と課題＞
　　税制改正は毎年行われており、その影響から課税事務は複雑化している。また、申告・納付等、地方税にお
ける各種オンライン化（電子化）が進んでおり、納税者の利便性向上や町の賦課事務の効率化や省力化につな
がるものとなっている。
　確定申告受付相談業務、町民税や軽自動車税の納税通知書発送業務等、例年１月から６月半ばまでの繁忙
期における業務量削減や業務効率化が課題となっている。

＜方向性・課題の解決方法＞
　　これまで同様、毎年行われる税制改正に対応するため、国・道からの通知に加え、地方税に関する書籍等
から情報収集を行い、内容の理解に努めるとともに、地方税の電子化に対応するため、地方税共同機構が発
出する資料等に基づき、着実に電子化に対応する。
　また、ＲＰＡの導入等により繁忙期の業務量削減、業務効率化を行う。

〔2023年度及び2024年度以降の方向性・課題の解決方法〕

内訳 単位 2017年度

地方債

18,748,176

2021年度

国・道支出金 円

住民税係

2023年度　（ 2022 年度実績　）事務事業マネジメントシート（簡易） 総合計画
施策番号

5-2-2

町長公約

2018年度 2019年度 2020年度

その他(使用料等) 円 288,778 353,158 312,498

円

事業費計(A) 円 15,831,642 15,787,914 19,844,712

一般財源 円 -13,439,590 -13,699,910 -10,011,027

20,016,583

トータルコスト(A+B) 円 45,173,827 42,954,419 45,049,103 40,110,764 33,246,409

3

人工数(業務量) 人工 3.7717 3.4838 3.1433 2.8549 2.5696

正職員従事人数 人 3 3 3

円 29,342,185人件費計(B)

予算を伴わない事業 計上予算が負担金・繰出金のみの事業

政策体系に結びつかない事業

法定受託事務

今後3年間で大きな変化が見込まれない事業 成果の説明に反映しない



200

608,905

609,105

547,204

547,304

100

2022年度

0

636,199

636,199

3

0.4917

3,821,301

3

1,876,187 2,411,949 2,652,686

事務事業名 軽自動車税賦課事務
所属
部門 住民税務課

〔事業の概要・現状・課題〕

投
入
量

人
件
費

事
業
費

簡易シートを
選択した理由

＜概要＞
　　４月１日現在において、町内に定置場のある原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び２輪の小型
自動車を所有する個人及び法人に対して、軽自動車税納税通知書を送付して納税してもらう。

＜現状・課題＞
　　平成28年度税制改正による軽自動車税の税率引き上げや令和元年10月の消費税率引き上げに伴い環境
性能割が導入されるなど、ここ数年軽自動車税の賦課に関する各種制度変更が続いた。
　地方税の電子化により、軽自動車税の納付状況確認が電子化され、軽自動車の利用者にとって車検時等に
おいて利便性が向上した。

＜方向性＞
　　税制改正については、国・道からの通知に加えて、地方税に関する書籍等から情報収集を行い、条例改正
等を行う。

〔2023年度及び2024年度以降の方向性・課題の解決方法〕

内訳 単位 2017年度

地方債

4,457,500

2021年度

国・道支出金 円

住民税係

2023年度　（ 2022 年度実績　）事務事業マネジメントシート（簡易） 総合計画
施策番号

5-2-2

町長公約

2018年度 2019年度 2020年度

その他(使用料等) 円 0 100 100

円

事業費計(A) 円 442,011 468,232 489,534

一般財源 円 442,011 468,132 489,434

3,071,505

トータルコスト(A+B) 円 2,929,916 2,344,419 2,901,483 3,199,990 3,680,610

3

人工数(業務量) 人工 0.3198 0.2406 0.3008 0.3342 0.3943

正職員従事人数 人 3 3 3

円 2,487,905人件費計(B)

予算を伴わない事業 計上予算が負担金・繰出金のみの事業

政策体系に結びつかない事業

法定受託事務

今後3年間で大きな変化が見込まれない事業 成果の説明に反映しない



59,202

トータルコスト(A+B) 円 151,702 67,842 49,714 51,593 59,202

3

人工数(業務量) 人工 0.0195 0.0087 0.0062 0.0065 0.0076

正職員従事人数 人 3 3 3

円 151,702人件費計(B)

事業費計(A) 円

一般財源 円 0 0 0

その他(使用料等) 円

円

円

住民税係

2023年度　（ 2022 年度実績　）事務事業マネジメントシート（簡易） 総合計画
施策番号

5-2-2

町長公約

2018年度 2019年度 2020年度

3

67,842 49,714 51,593

事務事業名 諸税（たばこ税・入湯税）賦課事務
所属
部門 住民税務課

〔事業の概要・現状・課題〕

投
入
量

人
件
費

事
業
費

簡易シートを
選択した理由

　たばこ税は、たばこの製造者、特定販売業者又は卸販売業者がたばこを小売販売業者に売り渡す場合にお
いて課税される税金で、その実質上の担税者は、たばこの消費者である。

　入湯税は、鉱泉浴場における入湯行為に対して課税する税金で、その実質上の担税者は入湯客である。

　たばこ税については、Ｒ２税制改正以降、現時点で税制改正の予定はないが、税制改正があった場合、手持
ち品課税の事務処理は行う。

　入湯税については、該当する鉱泉浴場２施設は、公衆浴場の指定を受けており、日帰り入浴については課税
免除、宿泊を実施していた施設については、平成23年10月より休業となって以降、現在納税義務のある施設が
ない。

〔2023年度及び2024年度以降の方向性・課題の解決方法〕

内訳 単位 2017年度

地方債

50,515

2021年度

国・道支出金

2022年度

0

3

0.0065

50,515

00

予算を伴わない事業 計上予算が負担金・繰出金のみの事業

政策体系に結びつかない事業

法定受託事務

今後3年間で大きな変化が見込まれない事業 成果の説明に反映しない
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